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市長及び副市長の退職手当の額について（答申） 

 

 

 平成 23年６月２日、本審議会に対し諮問のあった標記について、次のとおり答

申します。 

 

記 

 

 平成 23年６月２日に、大阪市長から「市長及び副市長の退職手当の額について」

の諮問を受けました。 

大阪市における市長及び副市長の職務は、政令指定都市特有の広汎な活動分野

に加え、都市機能の複雑化、高度化に対応するため専門的なものとなっており、

その職責は非常に重いものがありますが、今般、市長及び副市長を含め大阪市職

員を取り巻く状況は非常に厳しく、大阪市政に対する市民の関心も高くなってい

るところです。 

市長及び副市長の退職手当の額については、平成18年の総務事務次官通知「地

方公務員の給与改定に関する取扱等について」を受けて、平成19年４月から本審

議会の担任事務に加えられ、今般、初めて本審議会において審議することとなり

ました。 

本審議会としては、諮問に基づき、市長及び副市長の退職手当の額については、

その職責に見合ったものとなるよう考慮するべきであるという基本認識のもと、

客観的な情勢を勘案し、慎重に検討を行いました。 



まず、大阪市より、市長及び副市長の退職手当の額の算出方法と他の政令指定

都市及び主要都府県における状況、大阪市の退職手当制度に係る昭和61年の改正

経過、退職手当の一般的な性格や市長及び副市長の職務・職責、大阪市を含む政

令指定都市等の予算規模や大阪市の財政収支状況などについて説明がなされまし

た。 

これを受けて、本審議会におきましては、各委員から多様な意見が提出され、

活発な議論が交わされました。 

そのなかで、市長の退職手当の額については、 

・ 民間企業とは異なり、税金から支払われるということも加味しなければなら

ないとは思うが、市長としての職務・職責に対応するふさわしい金額という

ものがある。 

・ 市長の現行制度における１任期あたりの給与は、年収ベースに置き換えると

約3,500万円であるが、約４兆円の予算、職員数39,000人の長として、ある

いは職務・職責の重大さ、繁忙さなどから見て決して高くはない。 

・ 市債残高については過去からの累積であり、この間の取り組みによりその額

は年々改善していることは評価できる。 

などといった現行水準に妥当性を認める意見があった一方で、 

・ 税収に比べ４倍強の市債残高がある市の財政状況や他都市との比較などに

鑑みれば、ある程度の配慮は必要である。 

・ 市長の退職手当の額について、職務・職責に鑑みると理解はできる数字では

あるものの、市民の方々から見て納得できる金額ではないのではないか。 

・ 都市格というものを考慮しつつも、市民感覚に照らし、退職手当額が政令指

定都市中で最上位である必要はない。 

・ 昭和61年以降、他都市において支給割合が改正されているなかで、大阪市に

おいて改正されていないことについて考慮すべきである。 

などといった意見があり、これらの意見を総合的に勘案した結果、市長の退職手

当の額は現行水準が著しく高いわけではないが、現在の大阪市の厳しい財政状況

や市民感覚にも考慮してある程度の減額が必要であると判断しました。 

 一方、副市長の退職手当の額については、 

・ 市長の場合と同様に昭和61年以降支給割合が改正されていない。 

・ 市長の退職手当の額を引き下げるのであれば同様に考えるべきである。 



・ 副市長就任当時に示されていた内容を、後に大きく変更することについては、

一定の配慮が必要である。 

などの意見が出され、一定の減額は必要であるものの、現副市長については段階

的に引き下げる緩和措置をとることが望ましいとの意見で一致を見ました。 

また、改正すべき額の算出に当たっては、昨年度の審議会で給料月額について

議論し減額答申を行っていることから、今回は退職手当の支給割合を議論するこ

ととし、その減額の程度を検討する物差しとして他の政令指定都市の状況を参考

にいたしました。 

その結果、市長及び副市長の退職手当の額については、大阪市の都市格やその

職務・職責の重大さを考慮しながらも、今日の厳しい大阪市の財政状況や他の政

令指定都市との水準比較に鑑み市民の方々から納得を得られるよう、現行の支給

割合を旧五大都市など他の政令指定都市の平均的な水準まで引き下げる改定を行

うことが適当であるとの結論を得ました。 

 なお、副市長に民間から招へいする際には退職手当の減額によってその確保が

困難になる可能性の指摘がありましたが、その場合は別に条例で定めることで対

処できるものと考えます。 

 

こうしたことから、本審議会では、「市長及び副市長の退職手当の額について」

は、その職務・職責の重大さを考慮しつつも、大阪市の厳しい財政状況や社会情

勢との均衡を図り、市民の十分な理解と支持が得られるよう、退職手当の支給割

合及び額を、次のとおり速やかに改定を行うことが適当であるとの結論に達しま

した。 

 



１ 退職手当の支給割合及び額 

（１）市長   支給割合 100分の 58  

退職手当の額 39,532,800円 

（２）副市長  支給割合 100分の 47 

         退職手当の額 25,492,800円 

※ 退職手当の額については、任期満了時の額 

 

ただし、現副市長の現任期に係る退職手当の額については、緩和措置とし

て、現任期のうち、就任から条例改正前の任期に係る退職手当の支給割合に

ついては 100分の 51とし、条例改正後の任期に係る退職手当の支給割合につ

いては 100分の 47とする。 

 

２ 実施時期 

 改定の時期については、この退職手当の改定に関する条例が公布された日と

するのが妥当と考える。 

 


